
 
 

京都市廃棄物減量等推進審議会 
第６回指定袋制導入検討部会  

 
平成1７年３月２４日 
みやこめっせ 大会議室 

 
 

（ 次 第 ） 
 
 
Ⅰ 開 会                  １３：３０ 
 
   

Ⅱ 議 事  
 
  １ 指定袋の具体的導入方式について（１～１６ページ） 

   （１）３パターンの総括的な特徴（１ページ） 

   （２）導入方式決定に当たっての検討項目（２～１６ページ） 

      ①基本的な考え方 

      ②具体的判断項目 

      ③部会としての導入方式の決定 

     

２ 具体的実施に当たって検討すべき課題（１７ページ） 

 （１）部会としての検討課題 

 （２）その他留意点 

 

３ 今後のスケジュール（１８ページ） 

 

４ その他 
 
 
Ⅲ 閉 会                    １５：３０ 
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１ 指定袋の具体的導入方式について 

（１）３パターンの総括的な特徴 

 

ごみの発生抑制ごみの発生抑制 
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（２）導入方式決定に当たっての検討項目 

  ①基本的な考え方 

    指定袋制の導入方式は， 

     ・単純指定袋制か有料指定袋制か 

     ・有料指定袋制を選択した場合，従量制か超過量制か 

    について，それぞれの判断項目を踏まえたうえで決定し，その方式について導

入に当たっての検討課題を議論していく必要がある。これらをまとめると下図の

とおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有料指定袋制を
導入すべきか

〈判断項目〉

ａ．他都市における
家庭ごみ有料化の
状況

ｂ．市民意見

ｃ．循環型社会，
地球温暖化防止を
巡る国の動向等

ｄ．有料化導入によ
る効果の有無

単純指定袋制

有料指定袋制
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②具体的判断項目（単純指定袋ｏｒ有料指定袋） 

 ａ 他都市における家庭ごみ有料化の状況 

    ア 全国自治体の家庭ごみ有料化の状況（有効回答数１，２７０自治体） 

 該当なし, 6,
0.5%

無料, 731,
57.6%

有料, 533,
42.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 全国自治体（市区）の家庭ごみ有料化の状況（
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「環境省委託業務報告書」
（（社）全国都市清掃会議，１５年３月）

有効回答数６９４都市） 
,  5

過量
二段
む）
22

（東
,

制
階

, 31,
%

従量制,
105, 74%

有料化の内訳 
「全国都市家庭ごみ有料化調査」
洋大学山谷教授ら，１２年９月）



   ウ 全国自治体（人口５万人以上の市区）の家庭ごみ有料化の状況 

（有効回答数４７６都市） 

 

導入,
114, 24%

未導入,
296, 62%

無回答,
66, 14%

導入を
検討,

95, 33%

国が方
針を決
めれば
検討,

60, 20%

当面予
定なし,
54, 18%

無回答,
87, 29%

今後の方針 有料化の導入状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞アンケート 

（１７年１月） 

 

 

 

 

 

    エ 政令市における家庭ごみ有料化の状況 

 

現在の状況 都市名 今後の方向性 

有料化実施 北九州市※１ 袋料金の値上げを検討中 

福岡市※２ １７年１０月に有料化予定 有料化を検討 

 札幌市 １７年度審議会で有料化検討予定 

仙台市※２ 新計画（１６年度中に策定） 

さいたま市 一般廃棄物処理基本計画（１５年３月） 

千葉市※２ 一般廃棄物処理基本計画（１４年３月） 

基本計画で有料化の検

討を記述 

 

 川崎市 新計画（１６年度中に策定） 

横浜市  

名古屋市※２  

大阪市  

神戸市  

現時点で予定なし 

 

 

 

広島市 単純指定袋制を１８年４月に導入予定 

※１：有料指定袋制導入都市，※２：単純指定袋制導入都市 
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    オ 京都府下市町での指定袋制導入の状況（京都市を除く３８市町） 

 

 

単純指定
袋制, 5,

13%

従量制有
料指定
袋, 19,

50%

未導入,
14, 37%

４５リットル１袋

３０～８５円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   カ 京都市周辺市町での指定袋制導入の状況 

京都市から見て北部の地域では指定袋制を導入しているところが多いが，

逆に南部の地域では導入が進んでいない。 

 

 従量制有料指定袋

亀岡市，八木町，京北町，美山町 

 単純指定袋制 

高島市，大津市 

未導入  

宇治市，八幡市，向日市，長岡京市，高槻市， 

久御山町，大山崎町，島本町 
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ｂ 市民意見 

    ア 青空タウンミーティング（京路地フェスタ２００４） 

       ４名の意見発表者のうち，単純指定袋制賛成・有料化反対が１名，従量

制有料指定袋制賛成が２名，超過量制重量指定袋制賛成が１名であった。 

     

意見の趣旨 人数 コメント 

単純指定袋制賛成 

有料化反対 

１ ・マナー向上，分別の徹底，危険ごみの混入防止賛成 

・ごみのリバウンド，税金の二重取りで有料化反対

・もっと市民の中に飛び込んで施策や方針の説明を

従量制有料指定袋賛成 ２ ・ごみ袋をごみ減量のＰＲ媒体に 

・収入でごみ減量・リサイクルの市民活動支援を 

・生活パターンを変えるため大袋１００円程度にすべき 

・導入に当たって各町内で徹底した出前学習を

超過量制有料指定袋賛成 

 

１ ・決められた範囲を超えれば料金が高くなるの

で減量努力が生まれる 

・一定枚数を超えれば目立つ（赤い）袋に 

 

また，３つの方式のうちどれを導入すべきかを来場者に尋ねたところ，

単純指定袋制が３０％，従量制有料指定袋が５０％，超過量制有料指定袋

が２０％であった。 

 

    イ 市民アンケート調査結果（望ましいパターン） 

３つの方式のうちどれを導入するのが望ましいかを尋ねたところ，回答

者全体では６１．５％の市民が単純指定袋制と回答した。一方，従量制有

料指定袋は２１．５％，超過量制有料指定袋は８．７％であった。 

  なお，単純指定袋制又は有料指定袋制を導入している都市での居住経験

がある方については，そうした都市での居住経験がない方に比べ，有料指

定袋制を望ましいとする割合が高かった。 

 6

63.8%

51.9%

55.4%

61.5%

20.6%

37.0%

25.7%

21.5%

8.9%

7.4%

10.8%

8.7%

6.7%

8.3%

3.7%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者全体

単純指定袋都市
居住経験者

有料指定袋都市
居住経験者

どちらも居住経
験なし

 

 

 

 単純指定袋制 従量制有料指定袋

 

 

 
超過量制有料指定袋

 無回答 

 

 

 

 

 

 



    ウ 市民アンケート調査結果（「ごみ袋代４００円」に対する負担の感じ方） 

       仮に従量制有料指定袋で４５リットルのごみ袋１枚の値段を４５円とす

る場合，平均的な家庭での１ヶ月当たりごみ袋使用枚数が９枚であること

から，１ヶ月当たりの負担額は４００円となるが，これについてどう感じ

るかを尋ねた。 

       その結果，全体としておよそ４５％の方が「負担感がある」又は「負担

が大きい」と回答した一方で，「この程度の負担感は問題なし」又は「もっ

と高い料金にすべき」と回答された方が約３０％に上った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.4%

37.5%

24.6%

22.2%

23.3%

22.4%

26.4%

14.3%

30.4%

39.0%

45.1%

50.7%

36.8%

38.7%

7.1%

16.7%

28.3%

24.6%
6.0%

3.3%

11.9%

8.5%

6.5%

2.7%

1.0%

2.0%

1.3%
1.4%

4.8%

2.3%

4.6%

2.0%

2.7%

3.6%

1.1%

2.6%

0.8%

21.4%

27.1%

22.9%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300円以上

200～300円

100～200円

50～100円

50円未満

ほとんど支出無し

全体

この程度の
負担感は
問題なし

現在のごみ袋代
支出より増える
ので負担感はある

家族人数も多く，
使用枚数が平均
より多く，
負担が大きい

もっと高い
料金にすべき

その他 分からない 無回答

【回答者の１ヶ月当たりごみ袋への支出額】
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ｃ 循環型社会，地球温暖化防止を巡る国の動向等 

    ア 国の動きや社会的動向が要請しているもの 

循環型社会の構築 地球温暖化防止 
  
国循環基本法成立（平成１２年） 国京都議定書の発効（平成１７年２月）

市京都市循環型社会推進基本計画の

策定（平成１５年） 

市京都市地球温暖化対策条例の施行

（平成１７年４月） 

二酸化炭素を平成２年度より国

レベルで６％，市レベルで１０％

削減 

ごみの発生抑制・再使用の取組

を優先 

 

天然資源の消費の抑制，環境負荷の低減に向けてライフスタイルの転換

が求められている 

⇒ 中央環境審議会意見具申（平成１７年２月） 

    効果的手法として家庭ごみ有料化を推進すべき旨述べられている 

    京都市地球温暖化対策条例 

ごみの３Ｒの推進が重要な施策のひとつとされている 
 

 

ｄ 有料化導入による効果の有無 

ア それぞれの方式を支持するもの 

      単純指定袋制は，市民アンケートで約６割の方が支持しているものであ

る。一方，循環型社会構築，地球温暖化防止のための実効ある施策が必要

との観点からは有料指定袋制が支持される。 

      それぞれの効果については次のように整理される。 

有料指定袋制の場合の追加効果 

【プラスの効果】 

 ・ごみの発生抑制，再使用の促進 単純指定袋制・有料指定袋制共通の効果
 

 ・市民の環境意識の向上 
・リサイクルの促進 

 ・費用負担の公平化 
・資源ごみの異物混入防止 

 ・市民のごみ減量・リサイクル支援の強化 
・収集の安全性の確保 

【マイナスの効果】 
・都市の美観の向上 

 ・市民の負担感の増加 

 ・不法投棄の懸念 
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    イ 有料化によりごみは本当に減るのか 

     ・人口１０万人以上の都市のごみ量変化 

 

700

800

900

1 ,000

1 ,100

1 ,200

1 ,300

1 ,400

5年前 4年前 3年前 2年前 1年前 有料化 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後

（ｇ／人・日）

全体　　　（Ｎ＝２３）
高排出群（Ｎ＝１２）
低排出群（Ｎ＝１１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・有料化によるごみ量の変化（初年度）（市区対象

 

1

2

11

増えている（１０％以上）

やや増えている(５～１０％)

変わらない（±５％以内）

やや減っている（５～１０％）

減っている（１０～２０％）

かなり減っている（２０％以上）
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「環境省委託業務報告書」
（（社）全国都市清掃会議，１５年３月）

，有効回答数１０４都市） 

23

35

32

料
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会資
東洋大学山谷教授，１６年９月）より作成（



     ・リバウンドの原因推定（１７都市を分析，複数原因あり） 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ごみ処理を広域行政にまかせたこと
による減量努力不足

価格が低くごみ減量インセンティブ
が不足

超過量制で超過分の価格が安いこ
とによるインセンティブ不足

資源ごみも有料化したためごみ減
量の逃げ道を閉ざした

リサイクルルートが少ないために減
量効果につながらなかった

「ごみ有料化実態調査から見えてきた課題」  

（西ヶ谷信雄，月刊廃棄物２００３年３月号）より作成
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    ウ 有料化によりごみ減量意識が高まるのか 

       埼玉県旧与野市における調査（人口８４，０００人，平成８年４月に従

量制有料指定袋導入）では，買い物袋持参などの取組について「実施して

いる」と答えた方のうち，有料化後に取組を始めた方がいずれも約３割に

のぼっており，ごみ減量意識は有料化によって一定程度高まると考えられ

る。 

無回答
3%

有料化前
61%

有料化後
36%

無回答
1%

している
40%

していな
い

59%

買い物袋持参

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答
2%

している
73%

していな
い

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答
1%

してい
46%

していな
い

53%

ご

Ｎ＝７５１人

無回答
2%

有料化前
72%

有料化後
26%

Ｎ＝７５１人

過剰包装の拒否

11

無回答
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   エ 有料化により費用負担の公平化は図れるのか 

「京都市家庭ごみ細組成調査」（１５年３月）によれば，調査を行った世

帯の１人１日当たりごみ排出量は下図のようにまとめられ，各世帯の排出

量にはある程度ばらつきがある。 

       従って，有料化によってごみ減量に努力する世帯ほど負担が軽減でき，

逆に多量のごみを排出する世帯ほど負担が大きくなることになれば，費用

負担の公平化は図ることができると考えられる。 

 

 

家庭ごみ１人１日当たり排出量の分布 
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   オ 有料化により不法投棄が増えるのか 

（社）全国都市清掃会議による調査（「環境省委託業務報告書」）では，家

庭ごみ有料化後の問題のひとつとして「不法投棄の増加」が各都市から挙げ

られているが，その割合は人口１０万未満の都市で２７％，１０万以上の都

市で１２％にとどまる。 

      京都市では，平成９年１０月に大型ごみが有料化されているが，それ以降

不法投棄処理量にはそれほどの変動は見られない。 

 

 

家庭ごみ有料化後の問題として各都市が回答しているもの 
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京都市における不法投棄処理量の推移
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「環境省委託業務報告書」
そ

（（社）全国都市清掃会議，１５年３月）

 

12 13 14 15

事務所に
設置 



    カ 有料化は「税」の二重負担ではないか 

家庭ごみの有料化を巡っては，市民はすでに税金でごみ処理費用を負担

しているにもかかわらず，有料化によって更に費用を負担させられること

になり，これは「税」の二重負担ではないかとの指摘もある。 

       しかし，こうした指摘に対しては，有料化によって市が得られる収入を，

環境関連の施策として市民に目に見える形で還元すればよいとの考え方が

ある。すなわち，具体的には， 

       ・手数料収入の運用方法の明確化 

        （EX. 減量に取り組む市民活動に対する助成など，環境分野に充

当する特定財源化等） 

       ・市民の負担感軽減のための工夫 

        （EX. 家庭ごみと資源ごみの手数料額設定の区別化，リサイクル

機会の拡大等） 

等を行い，市民の合意形成がなされるならば，「税」の二重負担との指摘

は当たらないとの考え方である。 

 

 

 

 

 

 

？

単純指定袋制か有料指定袋制か 

京都市が導入すべきは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【単純指定袋制が選択された場合】→１７ページへ 

 

【有料指定袋制が選択された場合】→１５ページへ 
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【有料指定袋制が選択された場合】 

 

②具体的判断項目（従量制ｏｒ超過量制） 

   ｅ 他都市における有料化の方式 

○全国の有料方式の状況（５２４都市） 

 

従量制
53%

定額制
25%

超過量制
12%

その他
10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｆ 市民意見 

    ○市民意見アンケート調査結果（再掲） 
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超過量
制, 54,
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超
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「環境省委託業務報告書」
（（社）全国都市清掃会議，１５年３月）
従量制,
10 ,  83%

過量制,
2 ,  17%

有料指定袋制都市居住経験者



ｇ 両方式のメリット，デメリット 

 ○それぞれの方式を支持するもの 

 従量制有料指定袋 超過量制有料指定袋 

負担の公平性 

 

・ ごみ排出量が増えれば

負担が増す仕組みであ

り，不公平感が是正され

る 

・ 基準値以上ではごみ排

出量が増えれば負担が増

す仕組みであり，公平性

が保てる 

・ 多量排出者から反発さ

れる可能性がある 

ごみの減量効果 

 

 

・ ごみの排出量の多少に

かかわりなく減量効果

が得られる 

・ 基準値を設けることで，

政策的にごみ排出量を一

定量以下に誘導できる 

仕組みの分かりや

すさ 

 

 

 

 

・ 非常に簡素で分かりや

すい仕組みである 

・ 市民が購入しようとす

る袋が基準値の上下いず

れかにあるか区別する仕

組みが必要 

・ 手数料の徴収の仕組み

が複雑になる場合がある 

行政の経費負担 ・ 基本的に大きな経費負

担は発生しない 

・ 仕組みが複雑になるほ

ど経費負担は上昇する 

行政の事務負担 ・ 基本的に大きな経費負

担は発生しない 

・ 仕組みが複雑になるほ

ど事務負担は上昇する 

その他の知見 ・ 価格が高いほどごみ減

量効果が高く，また持続

すると言われている 

 

 

 

（「負担の公平性」から「行政の事務負担」までについては「家庭ごみ有料化調査報告書」（（社）

東京市町村自治調査会，１２年３月）），「その他の知見」については「ごみ有料化実態調査から

見えてきた課題」（西ヶ谷信雄，月刊廃棄物２００３年３月号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

？

超過量制か従量制か 

京都市が導入すべきは 
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２ 具体的実施に当たって検討すべき課題 

（１）部会としての検討課題 

○単純指定袋制，有料指定袋制共通の検討課題 

課題 対応例 

袋の規格，レジ袋対策 袋の大きさ，種類の決定，透明レジ袋の認定

など 

同時に導入する施策 リサイクル機会の拡大，事業系ごみ対策など

マンションごみ対策 原則指定袋での市収集排出，資源ごみの拠点

への排出など 

 

○有料指定袋制の場合の追加的検討課題 

課題 対応例 

袋の料金設定の考え方 地球温暖化防止・循環型社会構築のための費

用負担，周辺町村との整合性など 

手数料収入の運用方法 ごみ減量活動支援等の特定財源化など 

市民負担軽減のための取組 家庭ごみと資源ごみの手数料額設定の区別

化，リサイクル機会の拡大など 

 

（２）その他留意点 

○単純指定袋制，有料指定袋制共通の留意点 

課題 対応例 

市民理解と合意形成 導入ＰＲ，普及啓発，処理費用等の情報開示

の徹底など 

収集ステーションの管理体制 初動時の全庁体制や管理指導体制等の構築

など 

流通体制の整備 製造者認定，流通の仕組み，有料化の場合販

売店認定など 

ごみ処理サービスのあり方 現行の収集体制の見直しなど 

 

○有料指定袋制の場合の追加的留意点 

課題 対応例 

不法投棄対策 行政による監視体制と地域コミュニティと

の協働による不法投棄防止など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17



３ 今後のスケジュール（案） 

 

平成１７年３月２４日 第６回部会 
→・本市における指定袋制導入方式について（１パターンに絞り込み） 

  

平成１７年４月頃 第７回部会 
→・本市における指定袋制の具体的あり方①（袋の規格，指定袋制と併用

する施策等） 
第８回部会 
→・最終まとめ（案）の検討 

第３５回審議会（本会） 
→・指定袋制導入検討部会からの最終まとめ（案）の報告・検討 

平成１７年５月頃 

（最終まとめ（案）に対するパブリック・コメントの実施） 
平成１７年６月頃 

第９回部会 
→・最終まとめ（案）に対するパブリック・コメントの結果について 

・最終まとめの策定 

第３６回審議会 
→・部会から最終まとめの報告 
 ・最終答申（案）の審議 

平成１７年７月頃 

最終答申の提出・公表 

  

 京都市としての方針（案）決定 
 

↓（パブリック・コメント，住民説明会） 
 

１７年度中に市会へ条例案上程（予定） 

 

 
 

 

 

 

 18


